１）総則
　本支給決定基準は、施行規則、報酬告示等において定められた要件を満たす申請者に対して障害福祉サービスを支給するにあたり、支給決定の考え方を示したものである。
支給決定基準は原則の考え方を示したものであり、個々の障害特性上基準を超えることが必要な場合については、サービス利用計画案において明記した上で、市は審査会の意見を聴取し、必要と認めた場合は支給決定をすることができる。

２）対象者の要件について

	区分
	種別
	確認方法

	障害者
	身体 
	身体障害者手帳

	
	知的 
	下記のいずれかが必要
①療育手帳
②京都府家庭支援総合センター又は医師意見書により、知的障害が認められること（医師意見書については、療育手帳取得手続き中の者に限る。）

	
	精神
	下記のいずれかが必要
①精神障害者保健福祉手帳
②精神障害を事由とする年金を現に受けていることの証書
③精神障害を事由とする特別障害給付金を現に受けていること
の証書
④自立支援医療（精神通院医療）受給者証
⑤医師の診断書又は意見書（精神科医がＩＣＤ１０コード等を
記載すること等による。）

	
	難病
	下記のいずれかが必要
①特定疾患医療費受給者証
②対象疾患に罹患していることが分かる医師の診断書又は意見書

	障害児
	身体
	身体障害者手帳（身体障害者手帳の対象にならない疾患による障害の場合、特別児童扶養手当等を受給する証明等でも可）

	
	知的
	療育手帳

	
	精神
	下記のいずれかが必要
①精神障害者保健福祉手帳
②自立支援医療（精神通院医療）受給者証
③医師の診断書又は意見書（精神科医がＩＣＤ１０コード等を記載すること等による）

	
	難病
	下記のいずれかが必要
①特定疾患医療費受給者証
②対象疾患に罹患していることが分かる医師の診断書又は意見書


【留意事項】－介護保険との関係性
１　介護保険との併給について
（１）介護保険サービスが優先されるため、基本的に併給はできない。
　　ただし、下記の場合は例外的に支給を行うことができる。
　　また、障害福祉サービス固有と認められるサービスについては、この限りではない。（同行援護、行動援護等）

1 ６５歳到達以前より訪問系サービスを利用している者であって、６５歳に到達する月になっても介護認定が下りておらず、サービスを支給しなければ心身に重大な影響が生じると判断される場合、最長で６５歳に到達する月の翌月まで障害福祉サービスを支給することができる。

2 介護認定を受ける以前より障害福祉サービスを利用している場合であって、介護保険へ移行後、支給単位数を限度額まで利用しても、従前の障害福祉サービスの支給量に比較して著しくサービスが不足し、心身に重大な影響があると判断される場合、不足されると認められるサービスの支給を認めることができる。
なお、上記対象者のうち、本基準運用前に支給決定を受けているものは、現行のサービス内容を引き続き認めるが、サービス内容や支給量を変更して支給決定を受けようとする場合は、本基準を適用する。（経過措置）
（２）重度の視覚障害者、聴覚障害者、知的障害者又は精神障害者であって、障害特性から高齢者デイサービスでは対応が難しいと判断される場合、社会参加の機会を確保する観点から、日中活動系サービスの支給を認めることができる。

（３）内部障害1級（腎臓機能障害等）であって、介護保険の支給単位数を限度額まで利用しており、かつ身体機能の低下により単身で通院することができず、独居等により家族の支援を受けることができない場合、通院介助又は通院等乗降介助の支給を認めることができる。ただし、本人の負担軽減の観点から、特段の事情がない限り最寄りの医療機関への転院も検討した上での決定とする。
２　介護扶助との関係について
介護保険サービスが優先される適用関係と同様、介護扶助が訪問系サービスに優先する。
ただし、生活保護受給者のうち、４０歳以上６５歳未満の医療保険未加入者であり、特定疾病により要介護又は要支援状態に該当する場合は、生活保護制度の補足性の原理により、訪問系サービスが介護扶助に優先する。
３）計画相談・障害児相談支援
１　総則
　　原則として、全ての障害福祉サービス利用者は、計画相談支援・障害児相談支援を利用し、支給決定を受けなければならない。

　　ただし、下記の場合は例外として、計画相談支援を利用しなくてもサービスを利用することができるものとする。
①本人・保護者がセルフプランを希望する場合
②視覚障害者であって、同行援護のみを利用しており、自身で利用時間の管理を行っていると判断できる場合
③ 介護保険との併給者で、ケアマネジャーによる支援計画が提出されている場合（障害福祉サービス固有のものにより、特に計画が必要と認める場合は計画作成対象）
２　モニタリング期間
　
　原則のモニタリング期間は下記のとおりとする。
	対象者
	モニタリング実施期間

	新規サービス利用者
	1か月間
※利用開始から３月のみ

	在宅の障害福祉サービス

障害児通所支援等
	集中的支援が必要な者
	1月間

	
	居宅介護、行動援護、同行援護、重度訪問

介護、短期入所、就労移行支援、自立訓

練、就労定着支援、自立生活援助、日中サ

ービス支援型共同生活援助
	３月間

	
	生活介護、就労継続支援、共同生活援助

（日中支援型を除く）、地域移行支援、地

域定着支援、障害児通所支援
	6月間

※６５歳以上で介護保険のケアマネジメントを受けていない者は３ 月間

	【施設入所等】障害児支援施設、のぞみの園、療養介

護入所者、重度障害者等包括支援
	６月間


※ただし、個々の状況に応じてモニタリング期間を定める。
　　　
４）サービスと具体的な内容
１　訪問系サービス

各サービスの必要な介助内容を組み合わせ、必要な時間数を算定する。ただし、各支援区分の基本支給量をそれぞれ定め、個々の状況に合わせて支給量の調整を行う。
また、月の日数については、4.5週計算とする。
（１）居宅介護
【基本支給量】（単位：時間／月）
	障害支援
区分
	区分１
	区分２
	区分３
	区分４
	区分５
	区分６
	障害児
※

	身体介護　
	７
	９
	１８
	３０
	６０
	８４
	８４

	家事援助　
	１５
	１５
	２２
	４０
	４０
	４０
	―


※児童の身体介護については、５領域１１項目の調査において、「食事」「排泄」「入浴」「移動」の項目のうち「全介助」が３項目以上のものについて認めるものとする。
また、家事は保護者が行うものから、児童については、原則家事援助の対象とはしない。真に必要がある場合はサービス等利用計画案において、保護者の養育状態や支援の必要性を確認し、市町村審査会の意見を聞くものとする。
ただし、本基準運用前に、児童であって家事援助の支給決定を受けている者は、18歳に到達する月の前月まで支給を認める。（経過措置）
①身体介護
一日あたりの総支給時間の上限は８．５時間／日とする。

また、重度訪問介護の対象者で、連続して３時間を超える支援が必要な場合は、重度訪問介護の決定を優先して行う。
※標準的な支援にかかる時間数
	介助の内容
	標準的な時間数
	内容
	備考

	排泄
	0.5h/回

１日８回まで
	促し、トイレへの移動及び排尿・排便動作、後始末の介助

オムツ、カテーテル、導尿、摘便に係る介助
	失禁時の更衣含む

	入浴
	1.0h/回
週３回/週　
	浴室への介助、浴室内での一連の洗身及び移動の介助、部分的な洗身及び洗い直し、入浴後の必要な介護
	生活介護等での入浴を利用した日は不可

	清拭・洗髪
	0.5/回
	全身の清拭、洗髪
	入浴と同日の算定は不可

	食事
	0.5h/回
	食事摂取に係る一連の動作の介助、自助具の装着、食事姿勢の保持、食事を刻む等、及び嚥下の見守りの介助
	食前・食後の服薬管理含む

	身繕い
（洗顔・ひげそり・整髪、歯磨き・爪切りなど）
	0.5h/回
	口腔清潔、洗顔、整髪等に係る一連の動作の介助、又はその促し、後始末の介助
	一連の行為として算定

	更衣
	0.25h/回
２回/１日
	起床時、外出からの帰宅時等に係る更衣
	入浴・清拭時、排泄時の着脱は除く

	体位変換
（起き上がり、移乗、体位保持含む）
	0.25h/回
	就寝時の体位変換、起き上がり、ベッド・車いす間等の移乗等体位を変更する動作全般
	排泄時の移乗は除く


②家事援助
サービスの目的上から最大支給時間は５時間／日とする。また、家事の内容や回数は生活する上で共通であることから、１か月あたりの総支給量は４０時間を基本の上限とする。
※標準的な支援にかかる時間数
	介助の内容
	標準的な時間数
	内容
	備考

	調理・
後片付け
	1.0h/１回


	献立、調理、盛りつけ、配膳までの一連の動作及び食器や調理器具の後片付け
	

	買い物
	0.5h/１回
週３回/週
	食品や日用品など、日常生活に必要な物品にかかる商品の選定及び代金の支払いの介助
	移動支援を利用した買い物支援を行う場合、算定不可

	洗濯
	0.5h/１回

週３回/週
	洗濯にかかる一連の行為（洗濯機に衣類を入れる、洗濯機から出して干す、たたんでしまう、アイロンをかけるなど）
	洗濯機を回している時間は算定不可

	掃除
	0.5h/１回
週３回/週
	利用者の個室内のみの清掃（掃除機をかける、ゴミを分別し捨てる、整理整頓を行うなど）
	大掃除、家族との共有スペースの清掃は不可

	薬の受け取り
	0.5h/回
	すでに発行されている医師の処方箋を薬局に持参し、薬を受け取る。
	本人・薬局の了承が必要


③通院等介助（身体介護を伴う・伴わない）、通院等乗降介助
●標準的な支給量
・定期通院のみ、必要な時間数を算定する。
（必要に応じて医師に確認を行う。）
・複数の医療機関に通院している場合、最も長い通院時間を上限とする。
　○院内介助について
院内の介助については、第一に病院等スタッフの対応を求めるが、下記のいずれかに該当する場合、報酬算定の対象とできることとされている（単なる待ち時間は算定不可）
1 総合病院等、院内の移動距離が長い場合

2 複数の診療科での診察

3 重度の障害により、病院のスタッフのみでは院内の介助に充分に対応できない場合
ただし、必ずサービス等利用計画案で位置づけた上で、審査会での意見を聞くものとする。
（２）重度訪問介護
比較的長時間にわたり、日常生活に生じる様々な介護を包括的に行う。
ア　居宅介護と同等の内容
イ　移動の介護
ウ　ア及びイと一体的に行われる見守りの支援
【基本支給量】（単位：時間／月）
	障害支援区分
	区分４
	区分５
	区分６

	重度訪問介護
	８５
	１３０
	１６６


　

また、移動介護加算分は一日８時間を上限とし、１ヶ月の上限は下記のとおりとする。（原則、移動支援との併給はできない）
（単位：時間／月）
	移動介護加算
	区分４
	区分５
	区分６

	
	４８
	６４
	８３


○比較的長時間の見守りの支援や、主に見守りのみの支援の必要性
生命維持のための見守りであることを前提とし、医療的ケアの有無や障害の程度について検討し、支給量を積算する。
〈主な対象者〉
・「重度障害者包括支援」対象者（Ⅰ類型～Ⅲ類型）
・その他重度障害者であって、医療的ケアにより常時見守りが必要な場合
（医師の診断書、ケア内容の指示書、訪問看護の利用状況などを総合的に検討する。）

○重度訪問介護における留意事項
・知的障害者及び精神障害者（麻痺等の要件に該当せず、行動関連項目の１１項目＋てんかんの項目において１０点以上に該当するもの）の利用に当たっては、事前に行動援護事業者等によるアセスメントが必要になる。
・重度訪問介護の対象者であっても、短時間、集中的な支援が行われる時間帯は、居宅介護を支給することができる。ただし、同一事業者は、同一対象者に、同一日に重度訪問介護と居宅介護の両方のサービス提供を行うことができない。
【居宅介護・重度訪問介護にかかる加算について】
心身の状態や生活状況、家族の状況などを勘案し、該当する場合は下記の加算率をそれぞれ加算し、時間数を算出する。（小数点以下切り捨て）
	加算要件１　生活の状態・家族の状況
（身体介護・家事援助・重度訪問介護に加算）
	加算率

	A
	家族と同居しており、家族の介護が見込めるが、心身の状態により日中活動を利用できない場合
	×1.5

	B
	独居等で、日中活動を利用している場合
	×２

	C
	独居等※で、心身の状態により、日中活動（訓練等給付、移動支援等）を利用できない場合
	×３


※「独居等」とは…独居、もしくは介護者が常時介護できない状態である場合

（介護者が病気又は複数の障害者や要介護者を介護しており、他者の支援が受けられない場合。グループホームにおける居宅介護・重度訪問介護併給者もこれに準ずる。）
	加算要件２　行動障害の程度（身体介護に加算）
	加算率

	認定調査において、行動関連項目が８点以上10点未満の者
	×1.1

	障害支援区分が５以下であって、認定調査において、行動関連項目の１１項目＋てんかんの項目が10点以上の者
	×1.3

	障害支援区分が５以下であって、認定調査において、行動関連項目の１１項目＋てんかんの項目が10点以上であり、かつ暴力行為や器物破損行為が予見される場合
（行動関連項目のうち、「自らを傷つける行為」「他人を傷つける」「不適切な行動」「突発的な行動」が全て「ほぼ毎日支援が必要」の場合）
	×1.5


　また、行動障害者に対する居宅介護においては、支援の説明や問題行動による支援の中断など、支援にかかる時間が比較的長時間にかかることを鑑み、行動障害者に対する身体介護では下記の加算率を用いて算出する。
（３）同行援護
●標準的な支給量
６０時間を標準支給量とする。
（４）行動援護
【基本支給量】（単位：時間／月）

	障害支援区分
	区分３
	区分４
	区分５
	区分６
	障害児

	行動援護
	３６
	４８
	６４
	８３
	６０


原則、移動支援との併給はできない。　
【訪問系サービスにかかる留意事項】
１　二人介助の考え方について

2人の従業者により居宅介護、重度訪問介護、同行援護、行動援護を行うことについては、利用者の同意を得ている場合であって、次の（１）から（３）までのいずれかに該当し、市が適当と認めた場合とする。（平成18 年厚生労働省告示第５４６号に基づく）
また、この場合、必要な介助についてのみ2人介助と算定し、サービス利用計画案で計画されていない支援は認められない。

（１）　障害者等の身体的理由により一人の従業者による介護が困難と認められる場合
（２）　暴力行為、著しい迷惑行為、器物破損行為等が認められる場合
（３）　その他障害者等の状況等から判断して、（１）又は（２）に準ずると認められる場合

２　サービスの対象外となるもの
（１） 直接的な援助に該当しないもの
ア　対象者以外（家族等）のものに関する洗濯、調理、買物等
イ　主に対象者以外（家族等）が使用する居室、共用部分の掃除
ウ　来客の応接（お茶、食事の手配等）
エ　自家用車の洗車、掃除
（２） 日常生活の営みに支障がないもの
ア　草むしり
イ　花木の水やり
ウ　ペットの世話、散歩等
（３） 日常的な家事の範囲を超えるもの
ア　家具、電気器具等の移動、修繕、模様替え
イ　大掃除、窓のガラス磨き、床のワックスがけ
ウ　室内外家屋の修理、ペンキ塗り
エ　植木の剪定（せんてい）等の園芸
オ  正月や節句等のための特別な手間をかけて行う調理
（４） その他
ア　支給決定者（障害児の場合は保護者）が不在の居宅の援助
イ　重度訪問介護、重度障害者等包括支援以外における比較的長時間の見守りの支援、主に見守りのみの支援
ウ　通勤、営業活動等の経済活動に係る外出、通年かつ長期にわたる外出及び社会通念上適当でない外出（通勤、通学等）
エ　居宅内で行う身体介護、家事援助、重度訪問介護（移動の介護は除く）における居宅外での支援
オ　医療機関に入院中の支援
２　居住系サービス
（１） 短期入所
居宅において介護を行う者の疾病その他の理由による場合に、施設への短期的な入所により、食事・排せつ・入浴の介護等を行う。
●標準的な支給量
７日を標準支給量とする。
ただし、心身の状態が不安定で、介護者が不在などの短期入所の利用の必要性があれば、当面の課題解決までの期間は最大３１日まで支給することができる。ただし、毎月のモニタリングに基づき、速やかに支給量の見直しを行う。
（２） 療養介護
医療機関への入所により、機能訓練・療養上の管理・看護・介護・日常生活の世話を行う。
●標準的な支給量
各月における暦日数（受給者証上は３１日）
（３） 施設入所支援

施設への入所により、日中活動サービスと併せて、夜間等における食事・排せつ・入浴の介護等を行う。
●標準的な支給量
各月における暦日数（受給者証上は３１日）
（４） 共同生活援助
共同生活の住居で、入浴、排せつ又は食事の介護、相談や日常生活上の援助等を行う。
●標準的な支給量
各月における暦日数（受給者証上は３１日）
３　日中活動系サービス
　【共通事項】
　●標準的な支給量
　各月の日数－８日

　
　【留意事項】

心身の状態が不安定である、介護者が不在で特に支援の必要があるなど、利用者の状態等に鑑み、原則の日数を超えて利用する必要がある場合は、審査会の意見を聞いた上で決定することができる。　
４　障害児通所支援事業

　【共通事項】

実際の利用日数の決定に際しては、利用者の希望とともに、相談支援事業所のサービス利用計画案及び保健師の意見により個別に決定する。
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